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２ 地域の実情に応じた防災教育の促進

資 料 ４

中央防災会議 防災対策実行会議
火山防災対策推進ワーキンググループ
第 ３ 回 （ 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ８ 日 ）



学校安全の推進に関する計画（平成24年4月閣議決定）
Ⅱ 学校安全を推進するための方策 １．安全に関する教育の充実方策
(１)安全教育における主体的に行動する態度や共助・公助の視点
○ 事件・事故災害に対し，自ら危険を予測し，回避するためには，知識とともに，習得

した知識に基づいて的確に判断し，迅速な行動をとることができる力を身に付けること
が必要である。そのためには，日常生活においても状況を判断し，最善を尽くそうとす
る「主体的に行動する態度」を育成する教育が必要である。このため，安全教育を各教
科等における学習活動としてのみならず，学校の教育活動全体の中で捉え，総合的に
実施していくことが重要である。

スポーツ・青少年局学校健康教育課

1 防災教育の位置付け

① 「学校保健安全法」と「学校安全の推進に関する計画」

具体的記述例

学校保健安全法（学校安全計画の策定等）
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施
設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常
生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項
について計画を策定し、これを実施しなければならない。

1



小学校 → 社会科、理科、生活科、体育科、道徳、総合的な学習の時間、
特別活動 等

中学校 → 理科、保健体育科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動 等

高 校 → 地理歴史科、保健体育科、総合的な学習の時間、特別活動 等

1 防災教育の位置付け

②学習指導要領等

関連する具体的記述のある領域・教科等

スポーツ・青少年局学校健康教育課

中学校学習指導要領（総則）より(小高もほぼ同様)

【新】

３学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発
達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適
切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並
びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び
心身の健康の保持増進に関する指導については，保健
体育科の時間はもとより，技術・家庭科，特別活動など
においてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努め
ることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域
社会との連携を図りながら，日常生活において適切な
体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健
康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われる
よう配慮しなければならない。

【旧】

３学校における体育・健康に関する指導は，学校の教
育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，体力
の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導につ
いては，保健体育科の時間はもとより，特別活動などに
おいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努める
こととする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社
会との連携を図りながら，日常生活において適切な体
育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健
康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われる
よう配慮しなければならない。
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小学校学習指導要領 社会
地域社会における災害及び事故の防止について、次のことを見学、調査したり資料

を活用したりして調べ、人々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事してい
る人々や地域の人々の工夫や努力を考えるようにする。
ア 関係機関は地域の人々と協力して、災害や事故の防止に努めていること。

スポーツ・青少年局学校健康教育課

1 防災教育の位置付け

③学習指導要領上の具体的記述例（詳細は別紙１）

中学校学習指導要領 保健体育
自然災害による傷害は、災害発生時だけでなく、二次災害によっても生じること。ま

た、自然災害による傷害の多くは災害に備えておくこと、安全に避難することによって
防止できること。

高等学校学習指導要領 理科
日本の自然環境を理解し、その恩恵や災害など自然環境と人間生活とのかかわり

について考察すること。
「恩恵や災害」については、日本に見られる季節の気象現象、地震や火山活動など特
徴的な現象を扱うこと。また、自然災害の予測や防災に触れること（地学基礎）
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小学校学習指導要領 理科
B 生命・地球（4） 土地のつくりと変化
土地やその中に含まれる物を観察し，土地のつくりや土地のでき方を調べ，土地の

つくりと変化についての考えをもつことができるようにする。
ウ 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。

スポーツ・青少年局学校健康教育課

1 防災教育の位置付け

④学習指導要領上の火山（防災）に関する具体的記述例

中学校学習指導要領 理科
第２分野（2） 大地の成り立ちと変化
大地の活動の様子や身近な岩石，地層，地形などの観察を通して，地表に見られる

様々な事物・現象を大地の変化と関連付けて理解させ，大地の変化についての認識
を深める。
ア 火山と地震 （ア） 火山活動と火成岩
火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それらを地下のマグマの性質と関

連付けてとらえるとともに，火山岩と深成岩の観察を行い，それらの組織の違いを成
因と関連付けてとらえること。（ →噴火の仕方の違い等）
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スポーツ・青少年局学校健康教育課

1 防災教育の位置付け

⑤教科書等における扱い（詳細は別紙２）

【大日本図書】新版中学校保健体育 ， 【東京書籍】新しい科学１年 ， 【東京書籍】新しい社会：地理 5



スポーツ・青少年局学校健康教育課

1 防災教育の位置付け

⑤教科等における防災教育の促進（詳細は別紙３）

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm
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⑥次期学習指導要領改訂における防災教育の充実（詳細は別紙参照）

４．安全教育を行う上での環境整備 ：安全教育に係る教材整備、教員養成、研修、校内体制の整備、安全教育の充実に応じた安全管理体制の整備は重要であり、引き続き
検討

中央教育審議会スポーツ・青少年分科会学校安全部会 審議のまとめ

○ 「学校安全の推進に関する計画」(H24.4閣議決定)

１．安全教育の充実

○安全教育における主体的に行動する態度や共助・公助の視点 ○教育手法の改善 ○安全教育に係る時間の確保 ○避難訓練の在り方 等

２．学校の施設及び設備の整備充実 ３．組織的取組の推進 ４．地域社会、家庭との連携を図った学校安全の推進

○ 直近では、火山災害、台風や大雨による土砂災害の発生、事件・事故災害の発生等

第７期中央教育審議会 スポーツ・青少年分科会学校安全部会
１．安全教育の目標
○ 学習指導要領の総則や解説等における安全教育
の目標の明確化と安全教育の目標と各教科等の目標
との関係性等の明示を検討

○ 自らの命は自ら守る自助を前提とした共助･公助に
関する能力の育成

○ 研究開発学校や教育課程特例校、ISS(インターナショナル
セーフスクール)などの実践的取組も参考にしながら、育成する

資質･能力及び教育活動や評価について明確化する必要。

３．安全教育の評価
○ 安全に対する意識・態度を評価する指標作り
○ 学校評価など家庭や地域を巻き込む形での評価等

を検討

２．安全教育の内容

○ 学習指導要領の総則や解説等において、安全教育の中核となる教科等と、各
教科等の役割と関係性を系統的に示すとともに各教科等における安全に関する
内容の充実を図ることを検討

○ 安全教育が各学校において確実に実施されることが重要であり、そのための時
間の確保などの議題について教育課程全体の議論の中で検討

（方策例）
・総合的な学習の時間の学習活動の例示として安全教育を追記
・特別活動の学級活動において防災や防犯に関する安全指導を行うことを明確に位置付け
・高等学校段階で検討される「社会との関わりの中で主体的に生きる力を育成することをねら
いとした新科目」における内容の確保

・危険予測や回避に係る教育の充実
・地域や自治体等との合同訓練を含め実践的な訓練等の推進
・安全教育を新たな教科等として位置づけることの必要性について引き続き検討

次期学習指導要領に向けた教育課程全体の見直しの議論等の中で引き続き検討

次期学習指導要領改訂を見据え、安全教育の充実に係る方策や手立てに係る
検討の視点を明確にする。

審議の背景

審議のまとめ

安全教育については、各学校において確実に実施されることが重要であり、研究開発学校等における実践の状況も踏まえつつ、そのための時間の確保、指導内
容のまとまりや系統性、中核となる教科等を位置付けることの効果・影響、教材の在り方、学習評価の在り方などの諸課題について検討。

スポーツ・青少年局学校健康教育課

1 防災教育の位置付け ⑥次期学習指導要領改訂における防災教育の充実
（詳細は別紙４）
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スポーツ・青少年局学校健康教育課

２ 地域の実情に応じた防災教育の促進

①実践的防災教育総合支援事業（H24:2.5億円 H25:1.1億円 H26:1.2億円）

○ 児童生徒等が自らの命を守り抜くため「主体的に行動する態度」を育成する教育手法の普及促進
○ 支援者としての自覚を促し、安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高める教育手法の普及促進
○ 学校における緊急地震速報等を活用した避難行動に係る指導方法の普及促進
○ 外部有識者のチェック・助言による学校防災体制の再構築

一体的に実施

成果発表会・全国連絡協議会の開催

◆ 指導方法等の開発・普及
児童生徒等の安全確保を推進するため、 「主体的に行動する態度」を育成するための教育手法や緊急地震速報等の防災に

関する科学技術等を活用した避難行動に係る指導方法の開発・普及

◆ ボランティア活動の推進・支援
支援者としての視点から、被災地へのボランティア

活動等を通じて、安全で安心な社会づくりに貢献する
意識を高める教育手法の開発・普及

◆ 学校防災アドバイザーの活用
外部有識者を学校に派遣し、「危険等発生時対処要

領」や避難訓練などに対するチェック・助言と地域の
防災関係機関との連携体制の構築

事業概要

成 果
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スポーツ・青少年局学校健康教育課

２ 地域の実情に応じた防災教育の促進

①実践的防災教育総合支援事業 （火山防災に関する取組もあり。別紙５）
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